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の
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「
森
・
里
・
街
が
き
ら
め
く

　ふ
る

さ
と

　南
丹
市
」
を
実
現
す
る
予
算

　
限
ら
れ
た
財
源
を
、
よ
り
市
民
が
望

む
も
の
へ
集
中
す
る
た
め
、
経
費
を
徹

底
的
に
見
直
し
、
市
総
合
振
興
計
画
に

掲
げ
る
「
森
・
里
・
街
が
き
ら
め
く 

ふ

る
さ
と 

南
丹
市
」
を
実
現
す
る
、
市
の

将
来
を
見
据
え
た
予
算
に
努
め
ま
し

た
。

②
行
財
政
改
革
を
大
胆
に
す
す
め
、
コ

ス
ト
を
意
識
す
る
予
算

　
三
位
一
体
※
２

の
改
革
に
よ
り
地
方
分

権
が
進
み
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
は
地
方

　平成20年度一般会計、特別会計当初予算が
決まり、総額３４５億３,４５６万円となりま
した。今年度予算は、
①南丹市総合振興計画※１の将来像を実現する
②行財政改革を反映する
③市民や地域のニーズにきめ細かく柔軟に応
える

の３つの柱から、生活面を重視した予算とな
っています。

予　算　額

上水道事業会計

下 水 道 事 業

商 品 券 事 業

土 地 取 得 事 業

後期高齢者医療事業

企業会計

会　　計　　名

一　般　会　計

合　　　　計

国 民 健 康 保 険 事 業

老 人 保 健 事 業

介 護 保 険 事 業

特
　
　
別
　
　
会
　
　
計

市 営 バ ス 運 行 事 業

簡 易 水 道 事 業

自
治
体
が
自
ら
考
え
、
施
策
を
行
う
時

代
と
な
り
、
行
政
経
営
の
優
劣
が
は
っ

き
り
と
市
民
か
ら
問
わ
れ
る
「
自
治
体

選
別
の
時
代
」
で
す
。

　
市
町
村
の
格
差
は
、
こ
れ
か
ら
ま
す

ま
す
広
が
っ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
「
ど

こ
に
住
ん
で
も
同
じ
サ
ー
ビ
ス
を
受
け

ら
れ
る
」
と
い
う
時
代
は
終
わ
り
を
告

げ
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
改
め
る
べ
き

と
こ
ろ
は
改
め
、
伸
ば
す
べ
き
と
こ
ろ

は
伸
ば
す
「
財
政
基
盤
の
強
化
」
が
、

最
も
優
先
す
べ
き
課
題
で
す
。
市
で
は

将
来
に
向
け
て
コ
ス
ト
を
意
識
し
た
予

算
に
努
め
ま
し
た
。

③
市
民
や
地
域
の
ニ
ー
ズ
に
き
め
細
か

く
、
柔
軟
に
応
え
る
予
算

　
事
業
の
選
択
と
集
中
を
基
本
に
、

「
子
育
て
」
「
福
祉
」
「
教
育
」
「
安

心
安
全
」
な
ど
市
民
生
活
に
直
結
し
、

住
み
や
す
さ
が
実
感
で
き
る
事
業
へ
の

重
点
化
に
努
め
ま
し
た
。

■
平
成
20
年
度
予
算
に
つ
い
て

　
一
般
会
計
で
は
平
成
20
年
度
予
算

は
、
前
年
度
と
比
較
し
て
15
億
８
’
２

０
０
万
円
（
６
・
８
㌫
）
の
減
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　
歳
入
に
お
い
て
は
、
市
税
は
企
業
誘

致
や
新
築
家
屋
の
増
加
な
ど
に
よ
り
増
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218億0,000万円

37億0,620万円

7億3,510万円

29億8,740万円

4,980万円

7億5,710万円

31億2,220万円

1,310万円

1億0,060万円

4億7,260万円

7億9,046万円

345億3,456万円

平成20年度予算額の内訳
（単位未満四捨五入）

用語解説
※１ 総合振興計画・・・長期的な展望
に基づいて、まちづくりの将来目標を
示すとともに、市政を総合的、計画的
に運営するために、各行政分野におけ
る計画や事業の指針を明らかにするも
のであり、市政運営の最も基本となる
計画です。
※２ 三位一体の改革・・・国と地方の
税財政に関する改革で、具体的には、
（1）国から地方への補助金の削減、
（2）国税から地方税への税源移譲、
（3）地方交付税制度の見直し、の3つ
を指します。これら3つの改革をまとめ
て実行することから、「三位一体の改
革」と呼ばれています。補助金と地方
交付税の削減と見直しによって国の負
担を減らす代わりに、これまで国税と
して徴収してきた一定の税財源を地方
に移し、地方自治体が自由に使えるよ
うにすることを目的としています。
※３ 自主財源・依存財源・・・自主財
源とは、市独自で収入額を決められる
自主的な財源のことをいいます（市
税、使用料、手数料など）。依存財源
とは、市独自で収入額を決められない
財源のことをいい、国などの政策によ
り収入額が大きく影響を受けます（地
方交付税、国府支出金など）。
※４ 公債費・・・市が借り入れた地方
債（長期の借金）の元利償還金（借金
の返済）および一時借入金（資金繰り
の借金）の利子の合算額。
※５ 扶助費・・・生活保護法、児童福
祉法、老人福祉法などに基づき対象と
なる方に支給する費用などのことで、
市が法律に基づかないで、単独で行う
費用なども含まれます。　

歳入・歳出の内訳

額
を
見
込
ん
で
い
ま
す
が
、
南
丹
市
の

自
主
財
源
は
歳
入
全
体
の
32
㌫
し
か
あ

り
ま
せ
ん
。
一
方
で
歳
出
に
お
い
て

は
、
公
債
費
※
４

や
人
件
費
、
扶
助
費
※
５

を
合
わ
せ
た
必
ず
支
払
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
経
費
（
義
務
的
経
費
）
が
、
歳

出
の
42
㌫
を
占
め
て
い
ま
す
。
こ
の
よ

う
な
厳
し
い
財
政
状
況
の
中
、
行
財
政

改
革
の
一
つ
と
し
て
特
別
職
の
給
料
を

19
年
度
の
自
主
的
な
削
減
か
ら
さ
ら

に
、
市
長
は
５
㌫
か
ら
10
㌫
に
、
そ
れ

以
外
の
特
別
職
は
３
㌫
か
ら
６
㌫
に
、

一
般
職
員
（
管
理
職
）
も
管
理
職
手
当

を
30
㌫
か
ら
40
㌫
に
削
減
し
、
義
務
的

経
費
の
抑
制
に
努
め
て
い
ま
す
。
ま

た
、
こ
れ
か
ら
の
世
代
に
負
担
を
残
さ

な
い
よ
う
起
債
（
借
金
）
を
抑
制
し
、

本
年
度
末
に
は
約
10
億
円
の
地
方
債

（
借
金
）
残
高
を
減
ら
す
努
力
を
し
て

い
ま
す
。

　
特
別
会
計
・
企
業
会
計
に
つ
い
て

は
、
福
祉
や
市
営
バ
ス
運
行
、
上
下
水

道
事
業
な
ど
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
を

図
る
予
算
と
な
っ
て
い
ま
す
。
今
後

も
、
よ
り
一
層
の
財
政
の
健
全
化
を
図

り
、
ま
ち
づ
く
り
に
市
民
の
声
を
反
映

で
き
る
よ
う
努
力
し
て
い
き
ま
す
。

　
事
業
効
果
や
地
域
間
の
バ
ラ
ン
ス
な

ど
も
十
分
考
慮
し
な
が
ら
、
南
丹
市
全

体
の
視
点
で
効
率
的
、
計
画
的
な
事
業

に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
の
で
、
市
民

の
皆
さ
ま
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

平成20年度南丹市予算

～将来を担う子どもたちに負担を残さないために～

３４５億３，４５６万円で
南丹市のまちづくり

歳　　入
218 億円

地方交付税
91億 9,200万円
（42.2％）

市債
26億 4,320万円
（12.1％）

市税
44億5,255万円
（20.4％）

その他
8億6,547万円
（3.9％）

繰入金
15億8,742万円
（7.3％）

繰入金
15億8,742万円
（7.3％）

国庫支出金
21億 7,306万円
（10.0％）

譲与税等交付金
8億 8,630万円
（4.1％）

自主財源※3

依存財源※3

一般会計

広報なんたん4・5月号 広報なんたん4・5月号

平成20年度南丹市予算

歳　　出
218 億円

公債費
42億0,717万円
（19.3％）

人件費
31億 7,771万円
（14.6％）

扶助費
18億4,764万円
（8.5％）

補助費等
34億7,060万円
（15.9％）

繰出金
28億3,388万円
（13.0％）

物件費
27億0,524万円
（12.4％）

その他
1億5,467万円
（0.7％）

事業費
34億0,309万円
（15.6％）

その他経費

義務的経費

投資的経費
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に基づいて、まちづくりの将来目標を
示すとともに、市政を総合的、計画的
に運営するために、各行政分野におけ
る計画や事業の指針を明らかにするも
のであり、市政運営の最も基本となる
計画です。
※２ 三位一体の改革・・・国と地方の
税財政に関する改革で、具体的には、
（1）国から地方への補助金の削減、
（2）国税から地方税への税源移譲、
（3）地方交付税制度の見直し、の3つ
を指します。これら3つの改革をまとめ
て実行することから、「三位一体の改
革」と呼ばれています。補助金と地方
交付税の削減と見直しによって国の負
担を減らす代わりに、これまで国税と
して徴収してきた一定の税財源を地方
に移し、地方自治体が自由に使えるよ
うにすることを目的としています。
※３ 自主財源・依存財源・・・自主財
源とは、市独自で収入額を決められる
自主的な財源のことをいいます（市
税、使用料、手数料など）。依存財源
とは、市独自で収入額を決められない
財源のことをいい、国などの政策によ
り収入額が大きく影響を受けます（地
方交付税、国府支出金など）。
※４ 公債費・・・市が借り入れた地方
債（長期の借金）の元利償還金（借金
の返済）および一時借入金（資金繰り
の借金）の利子の合算額。
※５ 扶助費・・・生活保護法、児童福
祉法、老人福祉法などに基づき対象と
なる方に支給する費用などのことで、
市が法律に基づかないで、単独で行う
費用なども含まれます。　
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～将来を担う子どもたちに負担を残さないために～

３４５億３，４５６万円で
南丹市のまちづくり

歳　　入
218 億円

地方交付税
91億 9,200万円
（42.2％）

市債
26億 4,320万円
（12.1％）

市税
44億5,255万円
（20.4％）

その他
8億6,547万円
（3.9％）

繰入金
15億8,742万円
（7.3％）

繰入金
15億8,742万円
（7.3％）

国庫支出金
21億 7,306万円
（10.0％）

譲与税等交付金
8億 8,630万円
（4.1％）

自主財源※3

依存財源※3

一般会計

広報なんたん4・5月号 広報なんたん4・5月号

平成20年度南丹市予算

歳　　出
218 億円

公債費
42億0,717万円
（19.3％）

人件費
31億 7,771万円
（14.6％）

扶助費
18億4,764万円
（8.5％）

補助費等
34億7,060万円
（15.9％）

繰出金
28億3,388万円
（13.0％）

物件費
27億0,524万円
（12.4％）

その他
1億5,467万円
（0.7％）

事業費
34億0,309万円
（15.6％）

その他経費

義務的経費

投資的経費
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　市
で
は
多
様
化
す
る
市
民
ニ
ー
ズ
に

応
え
る
た
め
、
既
成
概
念
に
と
ら
わ
れ

な
い
柔
軟
な
発
想
や
手
法
を
取
り
入
れ

「
新
た
な
南
丹
市
」
の
構
築
を
目
指

し
、
行
政
改
革
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

市
の
財
政
状
況

　
歳
入
で
は
、
全
体
の
42
㌫
を
占
め
る

地
方
交
付
税
が
、
今
後
、
減
少
傾
向
と

な
っ
て
い
き
ま
す
。
ま
た
、
合
併
し
た

市
町
村
が
受
け
ら
れ
る
優
遇
措
置
が
、

平
成
28
年
度
以
降
か
ら
５
年
間
で
本
来

の
交
付
税
額
に
ま
で
徐
々
に
減
少
し
て

い
き
ま
す
。 

　
平
成
19
年
度
ま
で
は
、
合
併
か
ら
間

も
な
い
こ
と
も
あ
り
急
激
な
変
化
は
難

し
い
た
め
、
経
費
節
減
に
努
め
な
が

ら
、
赤
字
額
は
、
主
に
基
金
（
貯
金
）

を
崩
し
て
補
っ
て
き
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
基
金
も
年
々
減
少
し
て
お

り
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
の
住
民
サ
ー
ビ

ス
な
ど
を
続
け
る
と
平
成
23
年
度
に
は

基
金
を
使
い
果
た
し
て
し
ま
い
ま
す
。

　
急
激
な
人
口
増
が
見
込
め
ず
、
不
安

定
な
社
会
経
済
情
勢
か
ら
推
測
す
る
と

収
入
の
増
加
は
期
待
で
き
ま
せ
ん
。
逆

に
地
方
交
付
税
の
優
遇
措
置
が
な
く
な

る
こ
と
に
よ
り
収
入
が
減
り
、
少
子
高

齢
化
の
進
行
に
よ
っ
て
支
出
の
増
加
が

予
測
さ
れ
ま
す
。

　
将
来
を
担
う
子
ど
も
た
ち
に
平
均
的

な
住
民
サ
ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ
る
よ
う

に
財
源
を
確
保
す
る
に
は
、
早
急
な
行

財
政
改
革
に
よ
り
、
効
率
的
な
住
民
サ

ー
ビ
ス
を
目
指
し
歳
出
削
減
を
推
し
進

め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　平
成
20
年
度
予
算
編
成
か
ら
、
自
己

決
定
、
自
己
責
任
の
拡
大
に
向
け
、
住

民
に
よ
り
近
い
担
当
部
局
が
、
自
ら
の

知
恵
を
絞
り
、
住
民
ニ
ー
ズ
の
迅
速
な

予
算
へ
の
反
映
を
図
る
手
法
で
あ
る

「
枠
配
分
予
算
制
度
（
枠
配
分
方

式
）
」
を
導
入
し
ま
し
た
。

枠
配
分
方
式
と
は

　
こ
れ
ま
で
の
予
算
編
成
は
、
財
政
部

局
が
各
部
局
か
ら
の
予
算
要
求
を
査
定

す
る
「
予
算
積
上
げ
方
式
」
で
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
「
枠
配
分
方
式
」
は
、

そ
の
年
度
に
見
込
ま
れ
る
一
般
財
源
の

予
算
枠
を
各
部
局
に
配
分
し
、
そ
の
範

囲
内
で
各
部
局
が
予
算
編
成
を
す
る
手

法
で
す
。

な
ぜ
導
入
す
る
の
か

　
今
年
度
、
こ
の
方
式
を
採
用
し
た
最

も
大
き
な
要
因
は
、
厳
し
い
財
政
状
況

に
対
応
す
る
た
め
で
す
。
行
政
サ
ー
ビ

ス
が
多
様
化
す
る
中
、
現
場
か
ら
の
要

求
は
膨
大
で
、
限
ら
れ
た
財
源
で
は
削

減
を
主
に
し
た
取
捨
選
択
を
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
そ
こ
で
、
事
業
の
優
先
順
位
を
よ
り

理
解
し
て
い
る
担
当
部
局
へ
予
算
枠
を

配
分
し
、
そ
の
枠
内
で
担
当
部
局
が
予

算
編
成
す
る
方
が
ス
ム
ー
ズ
な
予
算
編

成
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

枠
配
分
の
メ
リ
ッ
ト

　
限
ら
れ
た
財
源
を
有
効
に
活
用
す
る

に
は
、
あ
る
事
業
に
予
算
を
配
分
す
る

た
め
に
、
他
の
事
業
を
削
っ
て
予
算
を

し
ぼ
り
出
す
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
従
来

の
財
政
部
局
の
査
定
で
は
、
現
場
と
財

政
部
局
の
認
識
の
違
い
に
よ
り
、
現
場

が
必
要
性
が
高
い
と
考
え
て
い
る
事
業

の
予
算
が
配
分
さ
れ
な
い
懸
念
が
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
新
規
事
業
な
ど
、
有
効

な
事
業
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
必
要
性
が

財
政
部
局
に
伝
わ
ら
な
く
て
は
、
予
算

計
上
は
難
し
く
、
予
算
の
硬
直
化
を
招

き
や
す
い
状
況
で
し
た
。

　
枠
配
分
方
式
で
は
、
各
部
局
が
自
主

的
に
事
業
の
縮
小
や
廃
止
し
た
事
業
分

を
、
部
局
の
判
断
で
新
規
事
業
に
予
算

を
回
す
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
事
業
の

廃
止
・
新
規
立
案
が
柔
軟
に
行
う
こ
と

が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
自
主
的
・
主
体

的
に
予
算
を
編
成
す
る
必
要
が
出
て
く

る
た
め
、
事
業
実
施
に
あ
た
っ
て
は
補

助
金
な
ど
の
財
源
が
な
い
か
、
効
率
的

な
予
算
執
行
方
法
は
な
い
か
、
と
い
っ

た
工
夫
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
財
政
状

況
や
事
業
コ
ス
ト
に
対
す
る
意
識
の
向

上
に
つ
な
が
り
ま
す
。

事
業
評
価
の
実
施

　
平
成
20
年
度
の
当
初
予
算
を
作
成
す

る
際
に
、
担
当
部
局
が
事
業
概
要
を
再

検
討
し
、
現
況
課
題
や
事
業
の
効
果
、

事
業
の
達
成
度
を
分
析
す
る
事
業
評
価

を
行
い
ま
し
た
。

　
達
成
度
の
チ
ェ
ッ
ク
項
目
は
、
有
効

性
、
公
共
性
、
緊
急
性
、
効
率
性
、
市

民
協
働
の
事
業
推
進
度
合
を
そ
れ
ぞ
れ

５
段
階
で
評
価
し
、
継
続
の
必
要
性
を

判
断
す
る
資
料
と
し
ま
し
た
。

　
そ
の
結
果
、
事
業
の
縮
小
や
廃
止
を

検
討
し
た
り
、
拡
充
や
新
規
事
業
の
立

案
を
行
い
、
当
初
予
算
を
作
成
し
ま
し

た
。

　
市
で
は
、
市
の
価
値
を
高
め
、
市
民

の
方
々
が
「
住
ん
で
い
て
よ
か
っ
た
」

と
実
感
で
き
る
ま
ち
づ
く
り
を
、
市
民

の
代
表
で
あ
る
市
長
と
市
議
会
が
そ
れ

ぞ
れ
の
立
場
で
検
討
し
、
審
議
し
合
っ

て
推
進
し
て
い
ま
す
。

　
「
社
会
情
勢
の
変
化
に
対
応
し
た
、

　南
丹
市
は
今
、
厳
し
い
財
政
状
況
が
続
く
中
で
、
少
子
高
齢
化
へ
の
対
応

や
経
済
活
性
化
、
雇
用
対
策
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
に
直
面
し
て
い
ま
す
。

今
後
、
市
民
満
足
度
の
高
い
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
続
け
る
た
め
に
は
、
こ
れ

ま
で
の
や
り
方
を
見
直
し
、
新
し
い
行
財
政
シ
ス
テ
ム
に
変
革
し
て
い
く
必

要
が
あ
り
ま
す
。
限
ら
れ
た
財
源
の
効
率
的
・
効
果
的
な
運
営
に
努
め
、
徹

底
し
た
検
証
と
事
業
評
価
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

　厳
し
い
財
政
状
況
を
職
員
一
人
ひ
と
り
が
十
分
認
識
し
、
理
事
者
と
職
員

が
一
丸
と
な
っ
て
、
「
最
小
の
経
費
で
最
大
の
効
果
」
を
挙
げ
る
体
制
づ
く

り
を
強
力
に
推
し
進
め
て
い
く
所
存
で
す
の
で
、
市
民
の
皆
さ
ま
に
は
格
別

の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
こ
と
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

「
最
小
の
経
費
で
最
大
の
効
果
を
」

広報なんたん4・5月号 広報なんたん4・5月号

行
政
改
革
の

　
　推
進
の
た
め
に

平
成
20
年
度
か
ら

新
し
い
予
算
編
成
手
法

新
た
な
事
業
評
価

　
　
　へ
の
取
り
組
み

よ
り
効
果
的
か
つ
効
率
的
な
行
財
政
運

営
を
確
実
に
推
進
す
る
こ
と
」

　
ま
た
、

 

「
市
民
の
皆
さ
ん
が
何
を
望
み
、
何
を

期
待
し
て
い
る
の
か
を
的
確
に
捉
え
、

市
政
に
反
映
さ
せ
る
仕
組
み
を
確
立
す

る
こ
と
」

　
こ
れ
ら
を
目
指
し
、
市
民
の
皆
さ
ん

や
学
識
経
験
者
の
方
々
に
事
業
を
評
価

し
て
い
た
だ
く
仕
組
み
づ
く
り
に
、
平

成
20
年
度
か
ら
取
り
組
み
ま
す
。

平成20年度南丹市予算
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●子宝祝金事業
２，４１０万円

　市内に３年以上居住されている方の出生時に第１
子は５万円、第２子は１０万円、第３子以上は３０万
円の祝金を支給します。

●入学祝金事業
２，７７０万円

　市内に３年以上居住されている方の児童、生徒
が、小・中学校に入学時それぞれ５万円の祝金を支
給します。

○発達支援センター改修事業
５，１６１万円

　川辺保育所を「南丹市発達支援センター」として
改修し、発達相談、早期支援、療育事業を一体的に
実施するとともに、障がいのある児童の在宅福祉サ
ービスを提供し、地域で安心して生活が送れるよう
支援します。

○地域子育て支援センター事業
４６９万円

　子育てすこやかセンターを八木、日吉および美山
地域に拡充し、地域のボランティアの協力を得なが
ら、子育て世代の相談や情報の提供、地域の子育て
サークルなどの育成を行います。また、家庭での育児
を支援する
児童のショ
ートステイな
どの子育て
短期支援事
業を実施し
ます。

●すこやか医療給付費
３，６００万円

　医療費のうち１カ月１医療機関２００円を控除した
額を、支給申請者に対して助成します。

●すこやか手当支給事業
４，８８５万円

　市内に３年以上居住されている方の児童出生時か
ら満５歳までの間、月額で第１子につき３千円、第２
子につき４千円、第３子以上は６千円の手当を支給
します。

○麻しん風しん（MR）予防接種３期・４期
７５４万円

　中学１年生と高校３年生の年齢にあたる方に対
し、麻しん風しん（MR）予防接種を実施します。

　予算の使い道について、南丹市の将来の道しるべとなる
総合振興計画の、基本計画の第１章から第４章に分けて事
業を紹介します。
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予算予算予算予算予算ののののののののの使使使使使使使使使使使使使いいいいいいいいい道道道道道道道道道道道道道
◎妊婦健康診査助成事業

１８０万円
　経済的な理由などによる受診回避を避けるため、
妊婦健康診査の無料券を年５回発行します。

○ファミリーサポート事業
３１８万円

　地域の中で会員を募集し、会員同士で地域での
子育て支援活動を行うファミリーサポートセンターを
開設して、お互いに助け合うネットワークの輪を広げ
ていきます。

○特別支援教育支援員配置事業
７８２万円

　小・中学校に在籍し、教育上特別支援を必要とす
る児童生徒に対して、障がいによる困難を克服する
ために、発達障がいのある児童生徒の学習指導上
の支援などを行う特別支援教育支援員を６人配置し
ます。

○小・中学校耐震補強設計委託
７００万円

　園部小学校体育館、殿田小学校体育館の耐震補
強工事に先立ち、実施設計を委託します。

●殿田小学校改築事業
４億２，４６３万円

　殿田小学校に併設する市立日吉学校給食共同調
理場およびグラウン
ドの建設と、関連
する備品を購入し
ます。

●小学校英語活動等国際理解活動費
９８万円

　文部科学省からの指定事業で南丹管内を推進地
域としたモデル拠点校（摩気小学校）を指定し、外
国語指導助手や地域人材などの効果的な活用を含
めた実践的な取り組みを推進します。

●読書指導員配置事業
６３７万円

　市内の小・中学校すべての学校図書館に指導員
を配置し、児童生徒の読書活動を支援します。ま
た、公立図書館との連携を重視しながら児童生徒
が、主体的に学習するための図書館利用をさらに促
進するとともに学校読書活動の活発化を図ります。

○福祉医療費（長寿医療制度関連）
１，０００万円

　平成１８年６月に成立した医療制度改革関連法に
より、老人保健法が「高齢者の医療の確保に関する
法律」に改められ、６５歳以上７５歳未満の障がい
のある方で長寿医療制度（後期高齢者医療制度）の
障害申請を撤回された方にかかる福祉医療費を支
給します。

○地域福祉モデル事業
１１６万円

　小学校区単位を想定した地域における総合的な
自主防災の仕組みづくりを通じて、地域福祉の推進
を図ります。

○小規模通所授産施設移行支援費
１，３４２万円

　障害者自立支援法による小規模通所授産施設の
新事業体系への移行後の運営を支援することによ
り、障がいのある方の自立更生と就労を支援しま
す。

○外出支援サービス事業
５６５万円

　一般の交通機関を利用することが困難な高齢者
や心身に障がいのある方に対する外出支援サービス
の使用車が老朽化したため更新します。（日吉町・八
木町）

◎地域活動支援センター事業
１，７００万円

　地域の身近なところで、障がいのある方たちが気
軽に参加できる施設を整備し、創作・生産活動、社
会交流や生活支援の相談などを行い支援します。

　●＝前年度からの継続　◎＝拡充など　○＝新規　　　　（単位未満四捨五入）

第１章
生涯充実して暮らせる都市を創る

12広報なんたん4・5月号 広報なんたん4・5月号

平成20年度南丹市予算

子育て支援

教　育

医療・福祉

つく

▲現在は休園中の川辺保育所（園部町）

▲子育てすこやかセンター（園部町小桜町）

▲殿田小学校（日吉町）
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●診療所地域医療活動助成金
２，５００万円

　過疎地域における医療を確保し、住民の健康の
保持増進を図るため、その地域における医療機関の
医療活動を支援します。

●公立南丹病院組合負担金
5億３，７０６万円

　京都府中部地域における高度な医療供給体制を
確保するため、公立南丹病院組合へ負担金を交付し
ます。

●企業支援事業（工場誘致事業奨励金）
３億０，８００万円

　誘致事業所に対し、奨励措置を行うことにより、
積極的な工場誘致を図ります。

○京都新光悦村推進事業
（京都新光悦村企業立地奨励金）

７４４万円
　京都新光悦村への誘致事業所に対し、奨励措置
を行うことにより、積極的な工場誘致を図ります。

○京都新光悦村推進事業（感動創造ものづ
くりプロジェクト事業負担金）

５０万円
　京都府と連携し、「感動創造」をキーワードに、京
都新光悦村のコンセプトの実現に向けた企業、学識
経験者および関係団体らによる研修・講演・事例発
表などを実施します。

●国民文化祭推進事業
４６万円

　「工芸」というものづくりに視点をあて、市内在住
の工芸家や各種団体が取り組まれている活動を紹
介できる連携事業を
実施します。また、市
民中心の国民文化
祭開催に向けた取り
組みを進めます。

○景観形成推進事業
６１万円

　多くの市民が誇りと感じている市域の優れた景観
資産について、良好な形成と保全のための方針を具
体化する市独自の景観条例を策定。市民とともに景
観保全について考える場づくりを行います。

●資源ゴミ集団回収事業補助金
１８０万円

　資源ごみの集団回収を自主的に実施する団体に
対し奨励金を交付します。

○京野菜等産地育成事業
３９５万円

　京野菜栽培機械の導入やパイプハウス整備に対し
補助を行います。

○農業・農村活性化経営体づくり事業
１，８３１万円

　農地や農産物、人材などの地域資源と組み合わ
せて農村経営体を育成します。〔美山町平屋地区
（精米ミニプラント）・八木町諸畑地区（水稲機械）〕

○土地改良事業（池ノ内地区ほ場整備）
１，５１７万円

　農業生産性の向上・安定的な農業経営の確立等
を促進するため、農地の基盤整備を行います。今年
度は事業着手に必
要な、換地処分原案
の作成と実施設計
（地区面積 ２１，７
ha）を行います。

●担い手育成事業
１，２４５万円

　集落型農業法人への農作業受託および農業機械
の導入について補助を行います。

●中山間直接支払事業
７，４３１万円

　農業の生産条件に関する条件不利を補正するた
め、中山間地域に交付金を交付します。（対象は８２
集落）

○土地改良事業
　（畑郷・和泉地区小規模農業基盤整備）

８５０万円
　老朽化した農業用水路を改良し、農業生産基盤
の整備を図る。（畑郷地区・和泉地区）

○観光基盤強化事業
２００万円

　日吉山の家グラウンド周囲の老朽化した排水溝の
改修を行います。

●農地・水・環境保全向上対策事業
２，４３１万円

　農業施設の維持管理や、自然・環境を守る地域活
動に対し支援を行います。

●野菜等経営安定事業負担金
１，０８３万円

　野菜７品目、花き１品目
の価格安定対策基金へ
負担金を交付します。

●南丹地区農用地総合整備事業負担金
２億１，６９３万円

　独立行政法人緑資源機構が行う農用地総合整備
事業に対し、市の事業負担金を支出します。

●南丹地区農用地総合整備事業負担金
２億１，６９３万円

　独立行政法人緑資源機構が行う農用地総合整備
事業に対し、市の事業負担金を支出します。

●野生鳥獣被害総合対策事業
６，２２２万円

　有害鳥獣による被害を防止するため、直接捕獲対
策を実施します。また、農家組合などが事業主体と
なって取り組む電気柵などの設置に対し、経費の一
部を助成します。

●森林管理道開設事業（林道奥山向山線）
１億０，００５万円

　丹波広域基幹林道への連絡道として、森林施業
の集約化や高性能林業機械の導入による効率化・
低コスト化を図るため、継続して林道を開設します。

○防災ハザードマップ作成事業
７５０万円

　水害予想図・地すべり危険区域マップ・液状化予
想図などのハザードマップ、土砂災害危険個所地図
および避難所一覧などをまとめた総合的な防災地図
を作成します。

○防災訓練事業
３００万円

　市地域防災計画に基づき、府、近隣市町、その他
関係機関、自主防災組織および一般市民と協力して
防災訓練を
実施します。

○橋梁保守点検委託料
８００万円

　市道橋りょうの長寿化計画を策定し、耐震強化を
図るための基礎となる保守点検作業を旧町管内別に
実施します。

●ＡＥＤ（自動体外式除細動器）購入費
３００万円

　公共施設などの利用者の不測の事態に備えて、利
用者の多い施設などを中心に配備計画に基づきＡＥ
Ｄを設置します。

●防災行政無線整備事業
２億４，９９７万円

　美山町全域に防災行政無線の中継所と屋外拡声
子局を整備し、各家庭に受信機を配備します。

第２章
自然・文化・人を活かした郷を創る

広報なんたん4・5月号 広報なんたん4・5月号

企業誘致・連携

農林業振興・観光

地域資源・景観保全・環境

安心安全

平成20年度南丹市予算

▲京都新光悦村（園部町内林町・瓜生野地区）

▲今年2月に行った南丹工芸文化祭

▲八木町池ノ内地内のほ場整備予定地

▲突然の心停止から命を救うAED

▲実際の災害時と同様に訓練を行います

▲美山町和泉地内の事業予定地

りょう
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●診療所地域医療活動助成金
２，５００万円

　過疎地域における医療を確保し、住民の健康の
保持増進を図るため、その地域における医療機関の
医療活動を支援します。

●公立南丹病院組合負担金
5億３，７０６万円

　京都府中部地域における高度な医療供給体制を
確保するため、公立南丹病院組合へ負担金を交付し
ます。

●企業支援事業（工場誘致事業奨励金）
３億０，８００万円

　誘致事業所に対し、奨励措置を行うことにより、
積極的な工場誘致を図ります。

○京都新光悦村推進事業
（京都新光悦村企業立地奨励金）

７４４万円
　京都新光悦村への誘致事業所に対し、奨励措置
を行うことにより、積極的な工場誘致を図ります。

○京都新光悦村推進事業（感動創造ものづ
くりプロジェクト事業負担金）

５０万円
　京都府と連携し、「感動創造」をキーワードに、京
都新光悦村のコンセプトの実現に向けた企業、学識
経験者および関係団体らによる研修・講演・事例発
表などを実施します。

●国民文化祭推進事業
４６万円

　「工芸」というものづくりに視点をあて、市内在住
の工芸家や各種団体が取り組まれている活動を紹
介できる連携事業を
実施します。また、市
民中心の国民文化
祭開催に向けた取り
組みを進めます。

○景観形成推進事業
６１万円

　多くの市民が誇りと感じている市域の優れた景観
資産について、良好な形成と保全のための方針を具
体化する市独自の景観条例を策定。市民とともに景
観保全について考える場づくりを行います。

●資源ゴミ集団回収事業補助金
１８０万円

　資源ごみの集団回収を自主的に実施する団体に
対し奨励金を交付します。

○京野菜等産地育成事業
３９５万円

　京野菜栽培機械の導入やパイプハウス整備に対し
補助を行います。

○農業・農村活性化経営体づくり事業
１，８３１万円

　農地や農産物、人材などの地域資源と組み合わ
せて農村経営体を育成します。〔美山町平屋地区
（精米ミニプラント）・八木町諸畑地区（水稲機械）〕

○土地改良事業（池ノ内地区ほ場整備）
１，５１７万円

　農業生産性の向上・安定的な農業経営の確立等
を促進するため、農地の基盤整備を行います。今年
度は事業着手に必
要な、換地処分原案
の作成と実施設計
（地区面積 ２１，７
ha）を行います。

●担い手育成事業
１，２４５万円

　集落型農業法人への農作業受託および農業機械
の導入について補助を行います。

●中山間直接支払事業
７，４３１万円

　農業の生産条件に関する条件不利を補正するた
め、中山間地域に交付金を交付します。（対象は８２
集落）

○土地改良事業
　（畑郷・和泉地区小規模農業基盤整備）

８５０万円
　老朽化した農業用水路を改良し、農業生産基盤
の整備を図る。（畑郷地区・和泉地区）

○観光基盤強化事業
２００万円

　日吉山の家グラウンド周囲の老朽化した排水溝の
改修を行います。

●農地・水・環境保全向上対策事業
２，４３１万円

　農業施設の維持管理や、自然・環境を守る地域活
動に対し支援を行います。

●野菜等経営安定事業負担金
１，０８３万円

　野菜７品目、花き１品目
の価格安定対策基金へ
負担金を交付します。

●南丹地区農用地総合整備事業負担金
２億１，６９３万円

　独立行政法人緑資源機構が行う農用地総合整備
事業に対し、市の事業負担金を支出します。

●南丹地区農用地総合整備事業負担金
２億１，６９３万円

　独立行政法人緑資源機構が行う農用地総合整備
事業に対し、市の事業負担金を支出します。

●野生鳥獣被害総合対策事業
６，２２２万円

　有害鳥獣による被害を防止するため、直接捕獲対
策を実施します。また、農家組合などが事業主体と
なって取り組む電気柵などの設置に対し、経費の一
部を助成します。

●森林管理道開設事業（林道奥山向山線）
１億０，００５万円

　丹波広域基幹林道への連絡道として、森林施業
の集約化や高性能林業機械の導入による効率化・
低コスト化を図るため、継続して林道を開設します。

○防災ハザードマップ作成事業
７５０万円

　水害予想図・地すべり危険区域マップ・液状化予
想図などのハザードマップ、土砂災害危険個所地図
および避難所一覧などをまとめた総合的な防災地図
を作成します。

○防災訓練事業
３００万円

　市地域防災計画に基づき、府、近隣市町、その他
関係機関、自主防災組織および一般市民と協力して
防災訓練を
実施します。

○橋梁保守点検委託料
８００万円

　市道橋りょうの長寿化計画を策定し、耐震強化を
図るための基礎となる保守点検作業を旧町管内別に
実施します。

●ＡＥＤ（自動体外式除細動器）購入費
３００万円

　公共施設などの利用者の不測の事態に備えて、利
用者の多い施設などを中心に配備計画に基づきＡＥ
Ｄを設置します。

●防災行政無線整備事業
２億４，９９７万円

　美山町全域に防災行政無線の中継所と屋外拡声
子局を整備し、各家庭に受信機を配備します。

第２章
自然・文化・人を活かした郷を創る

広報なんたん4・5月号 広報なんたん4・5月号

企業誘致・連携

農林業振興・観光

地域資源・景観保全・環境

安心安全

平成20年度南丹市予算

▲京都新光悦村（園部町内林町・瓜生野地区）

▲今年2月に行った南丹工芸文化祭

▲八木町池ノ内地内のほ場整備予定地

▲突然の心停止から命を救うAED

▲実際の災害時と同様に訓練を行います

▲美山町和泉地内の事業予定地
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●耐震性貯水槽整備事業
３，２００万円

　市内５カ所に消防用耐震性貯水槽を設置します。

●小型動力ポンプ等整備事業
１，５６０万円

　小型動力ポンプ２台（園部・日吉）、消防ポンプ積
載車２台（園部・美山）を整備します。

●山陰本線複線化整備事業補助金
４億３，１８４万円

　ＪＲ山陰本線複線化整備事業（馬堀～園部）に係
る補助金を交付します。

●道路新設改良事業
４億３，８５９万円

　市道八木馬
路線（八木町）
ほか１８路線の
道路新設およ
び改良事業を
実施します。

●地域情報基盤整備事業
１億０，５９７万円

　CATV全市開局記念事業を実施します。八木・美
山共同受信施設の撤去工事を行います。

●本町土地区画整理事業
３億７，６０７万円

　園部町本町の
土地区画整理事
業における建物
等物件移転補
償、道路築造お
よび宅地整地工
を実施します。

●吉富駅西・八木駅西土地区画整理事業
１，９６０万円

　ＪＲ吉富駅西地区（八木町）の事業認可申請業務
と地質調査業務。八木駅西の事業調査設計業務を
実施します。

●都市計画街路・上本町佛大線外１線・栄小
山東町線外２線

３億３，４１０万円
　事業用地の用地買収と建物移転を補償します。

○地域づくり出前講座事業
５万円

　あらかじめ定めたテーマの中から講座を選んでも
らい、職員が講師として地域の集会などに出向き、
市の事業や施策などについて説明します。

○美山まちづくり委員会補助金
２７万円

　地域住民が一体となって、地域の課題を掘り起こ
し個性ある地域づくりや人材の育成をめざす美山ま
ちづくり委員会の活動に対し補助金を交付します。

○産官学公連携協議会補助金
７３万円

　異業種のノウハウを結集して、地域の課題を掘り
起こし個性ある地域づくりや人材の育成をめざす産
官学公連携協議会（美山町）の活動運営に対し補
助金を交付します。

●男女共同参画推進事業
２３９万円

　男女が共に平等な存在として尊重され、一人ひと
りの能力や個性を発揮することが出来る「男女共同
参画社会」を実現するため、行動計画の策定、女性
のネットワー
クづくり、フ
ォーラムの開
催などを行い
ます。

○パートナーシップ推進事業
　　　　（市民協働推進事業）

８７万円
　フォーラムなどを開催し、市民や職員が市における
「市民協働」のあり方を考え、市民が主体となって
推進できる取り組みを検討していきます。

○行政評価推進事業
３１万円

　市民のニーズや動向を盛り込んだ事務事業や政策
評価の体制整備を行い、評価結果に基づいた今後
の方向性について、市民や学識経験者から意見を聞
きます。

○高齢者虐待防止事業
（ケースワーカー設置等）

２３３万円
　高齢者虐待の早期発見・早期対応や、予防的な体
制強化を進めるため、専門的な知識を有するケース
ワーカーを設置します。

●市有地等媒介手数料
３００万円

　園部町の平成台分譲地（市有地・土地開発公社所
有地）について、民間の不動産業者団体に媒介依頼
を行い、分譲地の販売促進を図ります。

○公有財産等の処分等に関する
　　　　　　検討委員会運営費

２７万円
　遊休地となっている公有財産などの有効な活用方
法や処分方法などの検討委員会を設置・運営しま
す。

第３章
人・物・情報を高度につなげる
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第４章
共に担うまちづくりの仕組みを築く

広報なんたん4・5月号 広報なんたん4・5月号

地域情報基盤

道路網・交通網の整備

道路網・交通網の整備

まちづくり・市民協働

平成20年度南丹市予算

▲CATV事業を行う南丹市情報センター

▲今年2月に行った男女共同参画フォーラム「キラリなんたん！」

▲園部町にある平成台

▲都市計画街路の事業予定地（園部町栄町）

▲改良を行う市道八木馬路線（八木町）

▲八木町地内でのJR複線化工事
▲園部町の土地区画整理事業
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●耐震性貯水槽整備事業
３，２００万円

　市内５カ所に消防用耐震性貯水槽を設置します。

●小型動力ポンプ等整備事業
１，５６０万円

　小型動力ポンプ２台（園部・日吉）、消防ポンプ積
載車２台（園部・美山）を整備します。

●山陰本線複線化整備事業補助金
４億３，１８４万円

　ＪＲ山陰本線複線化整備事業（馬堀～園部）に係
る補助金を交付します。

●道路新設改良事業
４億３，８５９万円

　市道八木馬
路線（八木町）
ほか１８路線の
道路新設およ
び改良事業を
実施します。

●地域情報基盤整備事業
１億０，５９７万円

　CATV全市開局記念事業を実施します。八木・美
山共同受信施設の撤去工事を行います。

●本町土地区画整理事業
３億７，６０７万円

　園部町本町の
土地区画整理事
業における建物
等物件移転補
償、道路築造お
よび宅地整地工
を実施します。

●吉富駅西・八木駅西土地区画整理事業
１，９６０万円

　ＪＲ吉富駅西地区（八木町）の事業認可申請業務
と地質調査業務。八木駅西の事業調査設計業務を
実施します。

●都市計画街路・上本町佛大線外１線・栄小
山東町線外２線

３億３，４１０万円
　事業用地の用地買収と建物移転を補償します。

○地域づくり出前講座事業
５万円

　あらかじめ定めたテーマの中から講座を選んでも
らい、職員が講師として地域の集会などに出向き、
市の事業や施策などについて説明します。

○美山まちづくり委員会補助金
２７万円

　地域住民が一体となって、地域の課題を掘り起こ
し個性ある地域づくりや人材の育成をめざす美山ま
ちづくり委員会の活動に対し補助金を交付します。

○産官学公連携協議会補助金
７３万円

　異業種のノウハウを結集して、地域の課題を掘り
起こし個性ある地域づくりや人材の育成をめざす産
官学公連携協議会（美山町）の活動運営に対し補
助金を交付します。

●男女共同参画推進事業
２３９万円

　男女が共に平等な存在として尊重され、一人ひと
りの能力や個性を発揮することが出来る「男女共同
参画社会」を実現するため、行動計画の策定、女性
のネットワー
クづくり、フ
ォーラムの開
催などを行い
ます。

○パートナーシップ推進事業
　　　　（市民協働推進事業）

８７万円
　フォーラムなどを開催し、市民や職員が市における
「市民協働」のあり方を考え、市民が主体となって
推進できる取り組みを検討していきます。

○行政評価推進事業
３１万円

　市民のニーズや動向を盛り込んだ事務事業や政策
評価の体制整備を行い、評価結果に基づいた今後
の方向性について、市民や学識経験者から意見を聞
きます。

○高齢者虐待防止事業
（ケースワーカー設置等）

２３３万円
　高齢者虐待の早期発見・早期対応や、予防的な体
制強化を進めるため、専門的な知識を有するケース
ワーカーを設置します。

●市有地等媒介手数料
３００万円

　園部町の平成台分譲地（市有地・土地開発公社所
有地）について、民間の不動産業者団体に媒介依頼
を行い、分譲地の販売促進を図ります。

○公有財産等の処分等に関する
　　　　　　検討委員会運営費

２７万円
　遊休地となっている公有財産などの有効な活用方
法や処分方法などの検討委員会を設置・運営しま
す。

第３章
人・物・情報を高度につなげる
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第４章
共に担うまちづくりの仕組みを築く

広報なんたん4・5月号 広報なんたん4・5月号

地域情報基盤

道路網・交通網の整備

道路網・交通網の整備

まちづくり・市民協働

平成20年度南丹市予算

▲CATV事業を行う南丹市情報センター

▲今年2月に行った男女共同参画フォーラム「キラリなんたん！」

▲園部町にある平成台

▲都市計画街路の事業予定地（園部町栄町）

▲改良を行う市道八木馬路線（八木町）

▲八木町地内でのJR複線化工事
▲園部町の土地区画整理事業
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